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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両（Ｍ１）の将来の走行進路である予測進路に基づいて前記自車両の走行を制御す
る車両の走行制御装置（１０）であって、
　前記予測進路を算出する複数の進路予測手段（２１，２２）と、
　前記自車両の進路変更が行われるか否かを判定する変更判定手段（３１）と、
　前記変更判定手段による判定結果に基づいて、前記複数の進路予測手段のいずれで算出
した予測進路を有効とするかを切り替える予測切替手段（３２）と、
を備え、
　前記複数の進路予測手段は、
　前記自車両の前方を走行する先行車両（Ｍ２）の移動軌跡に基づいて前記予測進路を算
出する第１予測手段（２１）と、
　前記自車両のヨーレートに基づいて前記予測進路を算出する第２予測手段（２２）と、
を備え、
　前記予測切替手段は、前記第１予測手段により算出した予測進路を有効としているとき
に前記変更判定手段により進路変更が行われると判定された場合に、前記予測進路を、前
記第１予測手段により算出した予測進路から前記第２予測手段により算出した予測進路に
切り替えることを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項２】
　前記変更判定手段により進路変更が行われると判定された後において、前記自車両の進
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路変更が完了したことを判定する完了判定手段（３３）を備え、
　前記予測切替手段は、前記完了判定手段により進路変更が完了したと判定された場合に
、前記予測進路を、前記第２予測手段により算出した予測進路から前記第１予測手段によ
り算出した予測進路に切り替える請求項１に記載の車両の走行制御装置。
【請求項３】
　前記変更判定手段は、前記自車両に備えられた方向指示器（１７）の運転者による操作
があったことが検出された場合に前記自車両の進路変更が行われるものと判定する請求項
１又は２に一項に記載の車両の走行制御装置。
【請求項４】
　前記自車両には、走行道路を含む周辺環境を撮影する撮像装置（１１）が設けられてお
り、
　前記撮像装置により撮影された画像に基づいて前記走行道路の区画線を認識する区画線
認識手段（２４）を備え、
　前記変更判定手段は、前記区画線認識手段により認識した区画線を前記自車両が跨いだ
ことが検出された場合に前記自車両の進路変更が行われるものと判定する請求項１～３の
いずれか一項に記載の車両の走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行制御装置に関し、特に自車両の予測進路に基づいて自車両の走行
を制御する車両の走行制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の走行支援制御の一つとして、自車両の前方を走行する先行車両のうち自車両と同
一の車線上を走行する先行車両に追従して走行する追従制御が知られている。こうした追
従制御では、例えばセンサやカメラ等で検知した先行車両の中から、自車両と同一線上に
走行する車両を精度良く特定することが重要である。そこで従来、自車両の将来の走行進
路を演算により求め、将来の走行進路上に存在する先行車両を追従制御の対象とすること
が行われている。また、自車両の将来の走行進路を算出する方法について、従来種々提案
されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１には、自車両よりも前方を走行して
いる先行車両の走行軌跡を記憶し、その記憶した走行軌跡を用いて自車両の将来の走行進
路を算出することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００２－５３１８８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のものは、自車両と同一の車線上に存在する先行車両に追従して走行
している場合に、その先行車両の走行軌跡により道路の形状を推定し、その推定結果を自
車両の将来の走行進路とするものである。この特許文献１の技術では、自車両の車線変更
時や分岐・合流時については考慮されておらず、こうした道路の形状に沿わない動きをす
るときには、精度の高い予測結果が得られないことが考えられる。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、進路変更時における自車両の進路予測を
精度良く実施することができる車両の走行制御装置を提供することを一つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用した。
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【０００７】
　本発明は、自車両（Ｍ１）の将来の走行進路である予測進路に基づいて前記自車両の走
行を制御する車両の走行制御装置（１０）に関する。第１の構成は、前記予測進路を算出
する複数の進路予測手段（２１，２２）と、前記自車両の進路変更が行われるか否かを判
定する変更判定手段（３１）と、前記変更判定手段による判定結果に基づいて、前記複数
の進路予測手段のいずれで算出した予測進路を有効とするかを切り替える予測切替手段（
３２）と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　要するに、上記構成では、自車両の将来の走行進路の予測方法が異なる複数の進路予測
手段を備え、自車両の進路変更が行われるか行われないかに応じて、複数の進路予測手段
のいずれで予測した進路を用いて車両の走行制御を実施するかを切り替える構成とした。
自車両が進路変更する場合と、運転者に進路変更の意思がなく同一車線上を継続して走行
している場合とでは、自車両の進路方向に対する車両の向きなどが異なり、自車両の走行
進路を予測するための最適な手段が異なると考えられる。その点、上記構成によれば、自
車両が進路変更するか否かを考慮しながら、複数の中から最適な進路予測手段を選択する
ことができ、その結果、自車両の進路変更時における自車両の進路予測の精度を高めるこ
とができる。
　また、第２の構成は、前記複数の進路予測手段は、前記自車両の前方を走行する先行車
両（Ｍ２）の移動軌跡に基づいて前記予測進路を算出する第１予測手段（２１）と、前記
自車両のヨーレートに基づいて前記予測進路を算出する第２予測手段（２２）と、を備え
、前記予測切替手段は、前記第１予測手段により算出した予測進路を有効としているとき
に前記変更判定手段により進路変更が行われると判定された場合に、前記予測進路を、前
記第１予測手段により算出した予測進路から前記第２予測手段により算出した予測進路に
切り替えることを特徴とする。
　進路変更時のように、自車両が道路に沿わない動きをしようとする状況では、先行車両
の移動軌跡に基づく予測進路を用いて車両の走行制御を実施すると、先行車両の選択解除
に遅れが発生することがある。また、先行車両の選択解除の遅れに起因して、自車両が先
行車両を追い越そうとしている状況で加速遅れが生じることがある。これに対し、上記第
２の構成のようにすることで、進路変更の開始直後において、先行車両の存在とは無関係
に、自車両のヨーレートに応じた進路予測が可能となり、その結果、進路変更時により正
確な進路予測を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】車両の走行制御装置の概略構成を示すブロック図。
【図２】第１予測進路の演算方法を説明するための図。
【図３】進路変更時の第１予測進路及び第２予測進路を示す図。
【図４】予測切替処理の処理手順を示すフローチャート。
【図５】進路変更判定処理を示すサブルーチン。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、車両の走行制御装置を具体化した実施形態について、図面を参照しつつ説明する
。本実施形態に係る走行制御装置は車両に搭載されており、自車両の前方を走行する先行
車両のうち、自車両と同一の車線上を走行する先行車両に追従して走行する追従制御を実
施するものである。当該追従制御では、自車両と先行車両との間の車間距離を制御する。
まずは、本実施形態の走行制御装置の概略構成について図１を用いて説明する。
【００１１】
　図１において、走行制御装置１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等を備えたコン
ピュータである。この走行制御装置１０は、進路予測部２０と、予測進路設定部３０と、
追従車両設定部３５と、制御目標値演算部３６とを備えており、ＣＰＵが、ＲＯＭにイン
ストールされているプログラムを実行することでこれら各機能を実現する。車両（自車両
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）には、車両周囲に存在する物体を検知する物体検知手段が搭載されている。走行制御装
置１０は、物体検知手段からの物体の検知情報を入力するとともに、その入力情報に基づ
いて先行車両に対する追従制御を実行する。物体検知手段として自車両には、撮像装置１
１及びレーダ装置１２が設けられている。
【００１２】
　撮像装置１１は車載カメラであり、ＣＣＤカメラやＣＭＯＳイメージセンサ、近赤外線
カメラ等で構成されている。撮像装置１１は、自車両の走行道路を含む周辺環境を撮影し
、その撮影した画像を表す画像データを生成して走行制御装置１０に逐次出力する。撮像
装置１１は、自車両の例えばフロントガラスの上端付近に設置されており、撮像軸を中心
に車両前方に向かって所定角度θ１の範囲で広がる領域を撮影する。なお、撮像装置１１
は、単眼カメラであってもよく、ステレオカメラであってもよい。
【００１３】
　レーダ装置１２は、送信波として電磁波を送信し、その反射波を受信することで物体を
検出する探知装置であり、本実施形態ではミリ波レーダで構成されている。レーダ装置１
２は、自車両の前部に取り付けられており、光軸を中心に車両前方に向かって所定角度θ
２（θ２＜θ１）の範囲に亘って広がる領域をレーダ信号により走査する。そして、車両
前方に向けて電磁波を送信してから反射波を受信するまでの時間に基づき測距データを作
成し、その作成した測距データを走行制御装置１０に逐次出力する。測距データには、物
体が存在する方位、物体までの距離及び相対速度に関する情報が含まれている。
【００１４】
　なお、撮像装置１１及びレーダ装置１２は自車両の出荷時にはそれぞれ、撮像装置１１
の基準軸である撮像軸と、レーダ装置１２の基準軸である光軸とが自車両の走行路面に対
して平行な方向と同一方向になるように取り付けられている。撮像装置１１の検出可能領
域とレーダ装置１２の検出可能領域は少なくとも一部が互いに重複している。
【００１５】
　走行制御装置１０は、撮像装置１１からの画像データ及びレーダ装置１２からの測距デ
ータを入力するとともに、車両に設けられた各種センサからの検出信号をそれぞれ入力す
る。各種センサとしては、車両の旋回方向への角速度（ヨーレート）を検出するヨーレー
トセンサ１３、車速を検出する車速センサ１４、操舵角を検出する操舵角センサ１５、ド
ライバが追従制御モードを選択する際に操作するＡＣＣスイッチ１６などが設けられてい
る。
【００１６】
　また車両には、車両の進行方向を車外に表示する装置である方向指示器１７が設けられ
ている。方向指示器１７は、ドライバによって左指示位置、中立位置及び右指示位置のい
ずれかに操作される操作レバーを備えており、操作レバーの位置に応じた操作信号を走行
制御装置１０に入力する。
【００１７】
　進路予測部２０は、自車両の走行進路を予測する演算部であり、第１予測進路演算部２
１と、第２予測進路演算部２２とを備えている。これら複数の進路予測手段のうち、第１
予測進路演算部２１は、自車両の前方を走行する先行車両の移動軌跡に基づいて自車両の
将来の走行進路を算出し、第２予測進路演算部２２は、自車両のヨーレートに基づいて自
車両の将来の走行進路を算出する。
【００１８】
　詳しくは、第１予測進路演算部２１は、静止物情報取得部２３からの静止物情報、白線
情報取得部２４からの白線情報、及び他車移動軌跡取得部２５からの他車移動軌跡情報を
それぞれ入力し、それら入力した情報を組み合わせることで、自車両の将来の走行進路と
して第１予測進路ＲＡを算出する。なお、第１予測進路演算部２１によれば、自車両のヨ
ーレートに依らない自車両の進路予測が可能である。
【００１９】
　静止物情報取得部２３は、レーダ装置１２からの測距データに基づいて、自車両の走行
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道路において道路に沿って存在する路側静止物（例えば、ガードレールや壁など）に関す
る位置情報を算出し、その位置情報を静止物情報として第１予測進路演算部２１に出力す
る。白線情報取得部２４は、撮像装置１１からの画像データに基づいて、撮像装置１１で
撮影された画像に含まれている道路区画線（白線）に関する情報を算出し、その算出した
情報を白線情報として第１予測進路演算部２１に出力する。白線情報の算出についてより
具体的には、例えば、画像の水平方向における輝度変化率等に基づいて、画像データから
白線の候補とするエッジ点を抽出するとともに、その抽出したエッジ点を１フレームごと
に順次記憶し、その記憶した白線のエッジ点の履歴に基づき白線情報を算出する。
【００２０】
　他車移動軌跡取得部２５は、レーダ装置１２からの測距データ（先行車両との距離情報
及び横位置情報）に基づいて、先行車両の通過点を表す座標である先行車位置を所定周期
で算出し、その算出した先行車位置を時系列で記憶する。また、記憶した先行車位置の時
系列データを基に先行車両の移動軌跡を算出し、その算出した移動軌跡を他車移動軌跡情
報として第１予測進路演算部２１に出力する。なお、他車移動軌跡取得部２５は、自車両
と同一車線上を走行する車両だけでなく、先行車両のうち、自車両に隣接する車線上を走
行している車両の移動軌跡情報を算出し、これを自車両の進路予測に活用する。
【００２１】
　図２に、第１予測進路演算部２１において第１予測進路ＲＡを演算する手順の概略を示
す。図２中、（ａ）は路側静止物としてのガードレールをレーダ装置１２で認識した結果
である複数の静止物検知点Ｐａを示し、（ｂ）は撮像装置１１で白線を認識した結果であ
る白線情報Ｐｂを示し、（ｃ）は先行車両Ｍ２をレーダ装置１２で認識した複数の車両検
知点Ｐｃの履歴を示す。なお、図２（ｃ）には、先行車両Ｍ２として、自車両Ｍ１と同一
の車線上を走行している車両と、自車両Ｍ１に隣接する車線上を走行している車両とを示
している。図２の（ｄ）は、静止物検知点Ｐａ、白線情報Ｐｂ及び車両検知点Ｐｃを用い
て演算により求めた第１予測進路ＲＡを示している。先行車位置は、車両検知点Ｐｃその
ものとしてもよいし、車両検知点Ｐｃを所定区間ごとに平均化した値としてもよい。
【００２２】
　第１予測進路演算部２１では、まず、車両検知点Ｐｃから算出される移動軌跡と、白線
及び路側静止物とを比較し、白線及び路側静止物の形状と合致しない先行車両Ｍ２の移動
軌跡を除外する（無効にする）。続いて、除外しなかった先行車両Ｍ２の移動軌跡が１つ
のみの場合にはその移動軌跡を用い、除外しなかった先行車両の移動軌跡が複数ある場合
にはそれらを平均化した移動軌跡を用い、先行車両Ｍ２の移動軌跡と白線情報Ｐｂとを重
み付け平均することで第１予測進路ＲＡを算出する。
【００２３】
　第２予測進路演算部２２は、カーブ半径推定部２６から、自車両の走行道路のカーブ半
径（推定Ｒ）を入力し、その入力した推定Ｒを用いて、自車両の予測進路である第２予測
進路ＲＢを算出する。カーブ半径推定部２６は、ヨーレートセンサ１３により検出したヨ
ー角と、車速センサ１４により検出した車速とから推定Ｒを算出する。なお、推定Ｒの算
出方法はこれに限定されず、例えば画像データを用いて算出してもよいし、あるいは操舵
角センサ１５により検出した操舵角と車速センサ１４により検出した車速とから算出して
もよい。第１予測進路演算部２１及び第２予測進路演算部２２が「複数の進路予測手段」
に相当する。
【００２４】
　予測進路設定部３０は、複数の進路予測手段のいずれを有効にするかを切り替える。こ
こでは、第１予測進路演算部２１により算出した第１予測進路ＲＡ及び第２予測進路演算
部２２により算出した第２予測進路ＲＢのうちの一方を選択し、その選択した予測軌跡を
、自車両における今現在の予測進路に設定する。追従車両設定部３５は、予測進路設定部
３０で有効とされた予測進路を用い、自車両の前方を走行する先行車両のうち、予測進路
上に存在する先行車両を追従車両として設定する。
【００２５】
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　制御目標値演算部３６は、自車両の走行速度を制御することで、追従車両設定部３５で
設定された追従車両と自車両との間の車間距離を予め設定した目標間隔で維持するための
制御目標値を算出する。具体的には、車載エンジンの目標出力や要求ブレーキ力等を算出
し、これらをエンジン電子制御ユニット（エンジンＥＣＵ４１）に出力する。なお、本実
施形態では、走行制御装置１０はエンジンＥＣＵ４１に対して制御信号を出力し、エンジ
ンＥＣＵ４１からブレーキ電子制御ユニット（ブレーキＥＣＵ４２）に対して制御信号が
出力される構成となっているが、エンジンＥＣＵ４１及びブレーキＥＣＵ４２のそれぞれ
に走行制御装置１０が制御信号を出力する構成としてもよい。
【００２６】
　自車両の進路予測について、本システムでは、原則的には第１予測進路演算部２１で算
出した進路予測結果、つまり先行車両の移動軌跡に基づく進路予測結果を有効とし、これ
を用いて追従車両を選択する。その理由は次の通りである。すなわち、直線道路の走行中
では、先行車両の移動軌跡に基づく進路予測結果である第１予測進路ＲＡと、推定Ｒに基
づく進路予測結果である第２予測進路ＲＢとでは殆ど変らない（図３（ａ）参照）。
【００２７】
　ところが、追従車両がカーブに入り、一方、自車両は未だカーブに差し掛かる前の直線
道路を走行している場面において、第２予測進路ＲＢを用いて追従車両を選択すると、自
車両と同一車線上の先行車両ではなく、隣接車線に存在する先行車両を追従車両として誤
選択するおそれがある。そこで本システムでは、基本的には第１予測進路ＲＡを用いて追
従車両を選択することとしている。
【００２８】
　その一方で、車線変更時や分岐・合流時などのように、進路変更に伴い自車両が道路に
沿わない動きをしようとする状況では、第１予測進路ＲＡを用いて車両の走行制御を実施
した場合に、先行車両の選択解除に遅れが発生することに起因して加速遅れが生じること
がある。
【００２９】
　図３は、自車両Ｍ１が先行車両Ｍ２に追従走行している状況から、自車両Ｍ１が車線変
更して先行車両Ｍ２の追従から離脱する場面を想定している。図３中、（ａ）は自車両Ｍ
１が先行車両Ｍ２に追従走行している状況を示し、（ｂ）は自車両Ｍ１の車線変更開始時
を示し、（ｃ）は自車両Ｍ１の車線変更完了後を示している。自車両Ｍ１が先行車両Ｍ２
の追従から離脱する場面において、自車両Ｍ１のドライバが進路変更の動作（例えば操舵
）を開始した直後では、先行車両Ｍ２の存在により、図３（ｂ）に示すように、第１予測
進路ＲＡは、自車両Ｍ１の進路変更の動作が開始される前と同じく直進方向を示す。かか
る場合、先行車両Ｍ２の選択が直ぐには解除されず、先行車両Ｍ２の選択が継続すること
により自車両Ｍ１で加速遅れが発生し、ドライバに違和感を与えることがある。
【００３０】
　こうした不都合を解消するべく、本実施形態では、自車両の進路変更が行われるか否か
を判定し、その判定結果に基づいて、第１予測進路ＲＡ及び第２予測進路ＲＢのいずれを
有効として走行制御を実施するかを切り替えることとしている。
【００３１】
　具体的には、図１における予測進路設定部３０は、進路変更判定部３１と、予測切替部
３２と、進路変更完了判定部３３とを備えている。進路変更判定部３１は、方向指示器１
７の操作信号及び撮像装置１１からの画像データを入力し、それらの入力情報を用いて、
自車両の進路変更がこれから行われるところであるか否かを判定する。ここでは、方向指
示器１７の操作レバーがドライバによって左指示位置又は右指示位置に操作された旨の操
作信号を入力したこと（第１判定条件）、及び画像データに基づき自車両が白線を跨いだ
ことが認識されたこと（第２判定条件）、の２つの変更判定条件の少なくともいずれかが
成立した場合に、自車両の進路変更が行われるものと判定する。進路変更判定部３１は、
判定結果に関する情報を有する判定信号を予測切替部３２及び進路変更完了判定部３３に
出力する。
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【００３２】
　予測切替部３２は、進路変更判定部３１から入力した判定信号に応じて、第１予測進路
ＲＡ及び第２予測進路ＲＢのうちの一方を有効とする。また、その有効とした予測進路を
、自車両の将来の走行進路である予測進路ＲＣとして設定する。具体的には、進路変更判
定部３１から入力した判定信号が、自車両の進路変更無しであることを示す信号である場
合には第１予測進路ＲＡを有効とし、自車両の進路変更有りであることを示す信号である
場合には第２予測進路ＲＢを有効とする。図２（ｂ）に示すように、推定Ｒに基づく予測
方法では、進路変更の開始直後において先行車両Ｍ２の存在とは無関係に、自車両Ｍ１の
ヨーレートに応じた進路予測が可能となる。その結果、進路変更時において、より正確な
進路予測を実現可能となる。
【００３３】
　進路変更完了判定部３３は、進路変更判定部３１から進路変更有りの判定信号を入力す
ると、その後において自車両の進路変更が完了したか否かを判定する。ここでは、進路変
更判定部３１から進路変更有りの判定信号を入力したことに伴い、内蔵タイマのカウント
アップを開始する。そして、カウンタ値が判定値以上になると、進路変更が完了した旨の
完了判定信号を予測切替部３２に出力する。予測切替部３２では、第２予測進路ＲＢを有
効としている場合に進路変更完了判定部３３から完了判定信号を入力すると、その入力に
伴い、第２予測進路ＲＢを無効、かつ第１予測進路ＲＡを有効とする。
【００３４】
　次に、本実施形態の処理について図４及び図５のフローチャートを用いて説明する。こ
の処理は、車両走行中であって、かつＡＣＣスイッチ１６がオンされている場合に、走行
制御装置１０のＥＣＵにより所定周期毎に実行される。
【００３５】
　図４において、ステップＳ１０１では、自車両の進路変更がこれから行われる状況であ
るか否かを判定する。ここでは、２つの変更判定条件の少なくともいずれかが成立してい
る場合に、自車両の進路変更が行われる状況であるものと判定する。
【００３６】
　図５は、進路変更判定処理の処理手順を示すサブルーチンである。図５において、ステ
ップＳ２０１では、変更判定条件の第１判定条件、すなわち方向指示器１７の操作レバー
がドライバによって左指示位置又は右指示位置に操作された旨の操作信号を入力したか否
かを判定する。第１判定条件が不成立の場合には、ステップＳ２０２で、変更判定条件の
第２判定条件、すなわち画像データに基づき自車両が白線を跨いだことが検出されたか否
かを判定する。
【００３７】
　ステップＳ２０１及びＳ２０２の全てで否定判定された場合には、ステップＳ２０３へ
進み、自車両の進路変更は無いものと判定する。一方、ステップＳ２０１及びＳ２０２の
少なくともいずれかで肯定判定されると、ステップＳ２０４へ進み、自車両の進路変更有
りと判定する。
【００３８】
　図４の説明に戻り、ステップＳ１０１で肯定判定されると、ステップＳ１０２へ進み、
予測進路ＲＣとして第１予測進路ＲＡを有効としているか否かを判定する。ドライバが進
路変更の意思を示した直後（例えば、方向指示器１７の操作レバーを操作した直後）であ
れば、ステップＳ１０２で肯定判定されてステップＳ１０３へ進む。ステップＳ１０３で
は、有効とする予測進路ＲＣを第１予測進路ＲＡから第２予測進路ＲＢに切り替える。
【００３９】
　ステップＳ１０２で否定判定された場合、及びステップＳ１０３の後ではステップＳ１
０４へ進む。ステップＳ１０４では、進路変更が完了したか否かを判定し、進路変更が完
了していなければそのまま一旦本ルーチンを終了する。そして、ステップＳ１０４で肯定
判定されるとステップＳ１０５へ進み、有効とする予測進路ＲＣを第２予測進路ＲＢから
第１予測進路ＲＡに切り替える。
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【００４０】
　以上詳述した本実施形態によれば、次の優れた効果が得られる。
【００４１】
　自車両の将来の走行進路の予測方法が異なる複数の進路予測手段として第１予測進路演
算部２１及び第２予測進路演算部２２を備え、自車両の進路変更が行われるか否かに応じ
て、複数の進路予測手段のいずれを有効にするかを切り替える構成とした。自車両が進路
変更する場合と、運転者に進路変更の意思がなく同一車線上を継続して走行している場合
とでは、自車両の進行方向に対する自車両の向きなどの要素が異なり、自車両の進路を予
測するための最適な手段が異なる。その点、上記構成によれば、進路変更が行われるか否
かを考慮しながら、複数の進路予測手段の中から最適なものを選択することができる。こ
れにより、自車両の進路変更時において、自車両の進路予測をより正確に実施することが
できる。
【００４２】
　具体的には、複数の進路予測手段として、先行車両の移動軌跡に基づいて自車両の進路
を予測する第１予測進路演算部２１と、自車両のヨーレートに基づいて自車両の進路を予
測する第２予測進路演算部２２とを備え、第１予測進路演算部２１で算出した予測進路を
有効としているときに自車両の進路変更が行われると判定された場合には、有効とする予
測進路ＲＣを、第１予測進路演算部２１で算出した予測進路から、第２予測進路演算部２
２で算出した予測進路に切り替える構成とした。進路変更時のように、自車両が道路に沿
わない動きをしようとする状況では、先行車両の移動軌跡に基づく第１予測進路ＲＡを用
いて車両の走行制御を実施すると、先行車両の選択解除に遅れが発生することがある。ま
た、先行車両の選択解除の遅れに起因して、自車両が先行車両を追い越そうとしている状
況で加速遅れが生じることがある。これに対し、上記構成のようにすることで、進路変更
の開始直後において、先行車両Ｍ２の存在とは無関係に、自車両のヨーレートに応じた進
路予測が可能となり、その結果、進路変更時により正確な進路予測を実施することができ
る。
【００４３】
　自車両の進路変更が行われるものと判定された後において進路変更が完了したことを判
定する手段として進路変更完了判定部３３を備え、進路変更完了判定部３３により進路変
更が完了したと判定された場合には、有効とする予測進路ＲＣを第２予測進路ＲＢから第
１予測進路ＲＡに切り替える構成とした。進路変更後においてカーブに進入するタイミン
グで第２予測進路ＲＢを有効としたままであると、自車両と同一車線上の先行車両ではな
く、隣接車線に存在する先行車両を追従車両として誤選択するおそれがある。これに鑑み
、進路変更が完了したと判定された場合には、有効とする予測進路ＲＣを第１予測進路Ｒ
Ａに速やかに切り替える構成とすることで、進路変更後においてカーブが到来した場合に
も自車両の走行進路をより正確に予測できる。
【００４４】
　進路変更判定部３１では、自車両に備えられている方向指示器１７のドライバによる操
作があったことを検出した場合に、自車両の進路変更が行われるものと判定する構成とし
た。進路変更をしようとするドライバは、通常、実際に進路変更するためのハンドル操作
の前に方向指示器１７を事前にオン操作するため、ドライバの進路変更の意思がより速や
かに反映されやすい。したがって、方向指示器１７のオン操作に基づき自車両の進路変更
が行われるか否かを判定する構成によれば、進路変更が行われる前の準備態勢の時点で、
有効とする予測進路ＲＣを第１予測進路ＲＡから第２予測進路ＲＢに速やかに切り替えて
おくことができる。その結果、例えば自車両が先行車両を追い越そうとしている状況にお
いて、先行車両の選択解除の遅れに起因する応答性の低下を好適に抑制することができる
。
【００４５】
　また、進路変更を行う前に予測進路ＲＣを第１予測進路ＲＡから第２予測進路ＲＢに切
り替えた場合でも、直線道路の走行中では第１予測進路ＲＡと第２予測進路ＲＢで予測精
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度に殆ど差はない（図２（ａ）参照）。したがって、上記構成によれば、自車両の進路予
測の正確性を確保しつつ、応答性の低下を抑制することができる。
【００４６】
　また、進路変更判定部３１では、撮像装置１１からの画像データに基づき認識した白線
を自車両が跨いだことが検出された場合に、自車両の進路変更が行われるものと判定する
構成とした。上記構成によれば、撮像装置１１で実際に検知した情報から進路変更が実際
に開始されたことを判断するため、自車両が進路変更するか否かを正確に判断することが
できる。また、撮像装置１１では一般に近距離の検知性が高く、精度の点でも好ましい。
【００４７】
　（他の実施形態）
　本発明は上記実施形態に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【００４８】
　・上記実施形態における第１予測進路演算部２１では、静止物情報と白線情報と他車移
動軌跡情報とを入力し、これらの入力情報を用いて第１予測進路ＲＡを算出する構成とし
た。第１予測進路ＲＡを算出する方法はこれに限定せず、例えば他車移動軌跡情報のみを
用いて第１予測進路ＲＡを算出してもよいし、他車移動軌跡情報と静止物情報とから第１
予測進路ＲＡを算出してもよいし、あるいは他車移動軌跡情報と白線情報とから第１予測
進路ＲＡを算出してもよい。
【００４９】
　・自車両が所定車速以上の車速で先行車両に追従している状況下で車両の進路変更が行
われると判定された場合に、複数の進路予測手段のいずれで予測した進路を用いて車両の
走行制御を実施するかを切り替える構成としてもよい。車速が十分に高い状況であればド
ライバが引き続き走行意思を有していることが確からしく、よってこのような場合に上記
制御を実施することが望ましい。
【００５０】
　・上記実施形態では、方向指示器１７がドライバによってオン操作されたこと、及び撮
像装置１１からの画像データにより自車両が白線を跨いだことが認識されたこと、により
自車両の進路変更が行われることを判定したが、進路変更の有無を判定する方法はこれら
に限定されない。例えば、車両の操舵角に基づいて進路変更の有無を判定する構成として
もよい。具体的には、例えば操舵角センサ１５で検出した操舵角が所定よりも大きければ
、進路変更に必要な操舵が有ったものと判定する。また、撮像装置１１からの画像データ
により自車両が白線を跨いだことを判定する構成において、車両の操舵角の変化について
も加味して判定してもよい。具体的には、撮像装置１１からの画像データにより自車両が
白線を跨いだことが認識され、かつ車両の操舵角が大きくなる側に変化した場合に、自車
両の進路変更が行われるものと判定する。
【００５１】
　・上記実施形態では、進路変更判定部３１からの判定信号を入力した時点からの経過時
間により進路変更が完了したことを判定する構成としたが、進路変更が完了したことの判
定方法はこれに限定されない。例えば、撮像装置１１からの画像データを用いて進路変更
が完了したことを判定してもよいし、車両の操舵角の変化に基づいて進路変更が完了した
ことを判定する構成としてもよい。あるいは、方向指示器１７がオフされたこと（操作レ
バーが中立位置に操作されたこと）により進路変更が完了したことを判定する構成として
もよい。
【００５２】
　・ドライバによって方向指示器１７がオン操作された場合でも、実際には進路変更が実
施されない場合がある。この点を考慮して、ドライバによって方向指示器１７がオン操作
されてから所定時間Ｔ１が経過した時点で、有効とする予測進路ＲＣを第２予測進路ＲＢ
から第１予測進路ＲＡに切り替える構成としてもよい。こうした構成とすることにより、
例えばカーブ路において隣接車線に存在する先行車両を追従車両として誤選択することを
極力回避することができる。
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【００５３】
　・上記実施形態では、物体検出手段として撮像装置及びレーダ装置を備える構成とした
がこれらに限定されず、例えば送信波に超音波を用いて物体を検出するソナーを備える構
成に適用してもよい。また、撮像装置を搭載しない車両に本発明を適用してもよい。
【００５４】
　・上記実施形態では、自車両と同一の車線上を走行する先行車両に追従して走行する追
従制御に適用する場合について説明したが、自車両と他車両との衝突を回避するための自
車両の進路予測に本発明を適用してもよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１０…走行制御装置、１１…撮像装置、１２…レーダ装置、１３…ヨーレートセンサ、
１７…方向指示器、２０…進路予測部、２１…第１予測進路演算部、２２…第２予測進路
演算部、２３…静止物情報取得部、２４…白線情報取得部、２５…他車移動軌跡取得部、
２６…カーブ半径推定部、３０…予測進路設定部、３１…進路変更判定部、３２…予測切
替部、３３…進路変更完了判定部、３５…追従車両設定部、３６…制御目標値演算部、４
１…エンジンＥＣＵ、４２…ブレーキＥＣＵ。

【図１】 【図２】
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【図５】
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